
２０２３年度大阪弁護士会副会長推薦候補者から意見を伺う会
兼　第２回　選考委員会　議事録

２０２２年７月２２日

選考委員長　　飯　島　奈　絵

１．日　　時		２０２２年７月２２日（金）午後０時００分～午後１時３０分
１．場　　所		大阪弁護士会館９２０号会議室及びＺｏｏｍミーティング
１．出席委員　＜五十音順・敬称略＞
（１）会議室での出席
青木　佳史　　荒木　晋之介　飯島　奈絵　　金子　武嗣　　小橋　るり　　
田積　祥子　　富井　和哉　　中井　洋恵　　中島　宏治　　西田　　敦
西原　和彦　　松井　淑子　　村瀬　謙一　　山口　健一　　山田　庸男
吉田　之計
（一般会員：濵田雄久，山口昌之（意見を聞く会出席），小野　宙（議事録作成））
（２）Ｚｏｏｍミーティングによる出席
有村　とく子　岩田　研二郎　岩本　　朗　　上林　惠理子　奥村　昌裕　
小野　順子　　笠原　麻央　　島尾　恵理　　根本　俊太郎　堀川　智子　　
溝上　絢子　　峯田　和子　　渡部　真樹子　
（一般会員：今春博，木村圭二郞，高橋礼雄，原野早知子，平野惠稔，松森彬，三上孝孜（意見を聞く会視聴）

委員総数　　　　　　　　　５６名
出席委員の数　　　　　　　１６名
委任状による出席委員の数　４６名
合計　　　　　　　　　　　５１名

　上記のとおり定足数に足る委員の出席があったので，本委員会は適法に成立し，委員長飯島奈絵は議長となり，開会を宣するとともに，先んじて「２０２３年度大阪弁護士会副会長推薦候補者から意見を伺う会」を開始した。

第一部　２０２３年度大阪弁護士会副会長推薦候補者から意見を伺う会

第１　選考委員会副委員長　挨拶
　本会開催に当たり，選考委員会副委員長松井淑子委員が，挨拶した。
　また，選考委員長飯島奈絵委員が，案内した。

第２　大阪弁護士会副会長推薦候補者　高江俊名会員より意見表明
高江会員より，２０２２年７月１０日付同会員作成の意見書に即しつつ，以下のとおり補足説明がなされた。
１　自己紹介
（１）弁護士になるまで
父の会社が倒産するという出来事を通じて，「形ある財産は散逸することもあるが，人に蓄積された知見は，奪われることはない。」という思いを強くした。

（２）職歴等
最高裁判例（最高裁平成２０年２月１９日判決）の事案を通じて，おかしいと思って訴えたことが裁判所で認められ，それまでの実務を変えることができるというのは，弁護士ならではの仕事であると感じた。
弁護団活動にも数多く取り組んできた。バイオ実験施設の情報公開請求訴訟（高裁で逆転勝訴），サン・グループ障害者虐待事件訴訟（地裁で勝訴し確定），障害者自立支援法違憲訴訟（憲法論を担当し，訴訟で憲法論を正面から展開する。国との間で和解）などほか，タカシマヤ株主代表訴訟弁護団にも加わった。
刑事事件では，裁判員裁判を２件経験した。１件目：現住建造物放火は辻川圭乃先生が当番弁護で担当した事件であり，被疑者に軽度の知的障害があり，放火の故意を争った（無罪主張）。２件目：殺人未遂は自分自身の当番弁護であり，被疑者が統合失調症であり，就寝中の夫の心臓を包丁で突き刺した事案で，心神耗弱を主張した。いずれも執行猶予判決となった。

（３）弁護士会での活動
登録当初，２１世紀は環境と福祉の時代だと思い，希望して公害環境委員会に所属した。その後，サン・グループ事件弁護団の川下団長から，高齢者・障害者総合支援センター（ひまわり）へ参加するよう声をかけられ，以後軸足がこちらに移った。昨日，「環境・福祉・経済の鼎立は可能か～ポスト成長・人口減少社会のデザイン」研修を受講したところ，従前は別個の問題と考えて興味を持っていた上記２分野が，環境・福祉・経済の鼎立というテーマのもと相互に関連するという内容であり，目を開かれた。
そのほか，人権擁護委員会では刑務所の戒具使用に関する人権救済申立事件の調査を担当し，警告を発出した。別ケースだが，判例時報にも戒具使用に関する国賠責任が認められた例も登載されていた。
高齢者障害者分野での活動として，委員長，近弁連の連絡協議会座長を務め，日弁連でも。成年後見部会の部会長や成年後見制度利用促進法対応PTの事務局長を務め，成年後見制度に関する意見書や会長声明等の起案やとりまとめにたずさわった。２０１５年の日弁連人権擁護大会シンポジウム「成年後見制度から意思決定支援制度へ」では，実行委員会の事務局次長を務め，基調報告書のとりまとめ等にたずさわった。
他の委員会と連携して取り組むべき課題も多く，消費者保護委員会とともに高齢者の消費者被害の問題に取り組んだり，刑事弁護委員会とともに「障害者刑事弁護マニュアル」の作成にたずさわるなどの経験もした。行政と連携しての活動も広がってきており，ひまわりアウトリーチ事業の先駆けとも言える地域包括支援センター等支援事業の立ち上げに関わったり，成年後見制度利用促進基本計画のもとで進められてきている市町村による地域連携ネットワークの構築に法律専門職に関与するなどしている。

（４）春秋会での活動
春秋会には，自身が弁護士登録後数ヶ月で事務所を移籍した際，山口健一先生，森下弘先生といった多くの先生が動いてくださったことがきっかけとなり，入会した。
春秋会は政策団体であると言われることがあり，自身も政策委員会を中心として活動してきたが（宮崎裕二執行部（２０１０年度），濵田雄久執行部（２０２１年度）の副幹事長），近年，メンタル的な問題を抱え，弁護士の仕事を続けられなくなる若手会員も出てきていること等を考えると，互助団体としての意義の重要性が増していると考える。

２　抱負
ひまわりの委員会記念誌を読んで，その沿革を知ったところであるが，ひまわりのルーツは人権擁護委員会にある。弁護士会の人権擁護活動の基盤は委員会活動であり，各委員会活動の全体を総合的に通覧している執行部を通して，様々な意見書，会長声明が発出されていくという構造である。
その中において，副会長は，各委員会と大弁執行部とをつなぐ架け橋・パイプとしての役割を担っており，重要な職責を果たしている。
成年後見の関係では，候補者推薦における適任者推薦と公平性とのバランス，不正防止の対策と対応，後見人に対する苦情対応と弁護士会による指導助言のあり方，無報酬の事件を受任する会員に対する会からの助成，法テラスとの関係での様々な問題，行政との連携など，弁護士会全体の課題につながる様々な課題があり，それらの課題に具体的な形で直面し，取り組んできた。
このような自らの活動の経験を活かし，大きな課題に直面する弁護士会において，副会長としてお役に立てるのではないかと思い，立候補を決意した。
次のような抱負をもって，活動していきたいと考えている。
まず，昨今，弁護士数の増加に伴い，弁護士業務の多様性，競争も叫ばれている状況下ではあるが，自分自身としては，人権擁護活動の重要性を忘れることのないようにしたい。たとえば，精神科病院強制入院の問題については，ひまわりの精神保健活動は他の先進的な単位会と比べると実績は不十分であると考えている。
他方，ひまわりでも活動を担う会員の固定化や負担の増加が問題になっており、おそらく、他の委員会でも同様のことが問題になっているのではないかと思われる。「疲弊感」が生じていると感じている。委員会活動のあり方について，考えていきたい。
次に，業務分野については，弁護士会の会費についての関心が高まっているように思われる。弁護士会の存在や活動が、個々の会員の業務にとって意義のあるものと感じられるよう、意識しなければならない。また，ひまわりでは，一般市民からの弁護士に対するバリアをなくすため，電話相談，出張相談といった各種制度を実施してきたが，各種業務のオンライン化も，市民からのアクセスしやすさという点で，これに連なる。
従来，「ひまわり」の関連での弁護士会活動にはかなり時間を割いて関わってきたが，それ以外の分野のことについては不勉強であると自覚しており，以後意識するよう心がけ，副会長として選任されたときは会長や他の副会長からも学びながら職務を果たしていきたい。

第４　参加者との意見交換，質疑
　上記の各意見表明に関して，参加委員及び参加会員から以下のとおり，発言があった。

○Ｍ会員
　本日の意見表明を聞き，改めて，高江会員の真面目さと丁寧さに感銘を受けた。
　先ほど，大阪弁護士会「ひまわり」において，精神保健支援活動が他の先進的な弁護士会と比べると実績不十分な状況にあるとのことであったが，具体的にはどのような状況なのか。

　高江会員：
　精神保健支援活動としての出張相談については，成年後見とは異なり，会員に依頼しても，断られることが近時増えてきたと聞いている。また，会員が出張相談に赴いても，主治医から話を聞いて，「退院は無理である」という趣旨の説明を鵜呑みにして，何もできることはないとして受任せずに終了してしまうことがあるとも聞いている。
　たとえば，刑事事件では，被告人自身が否認しているのに，弁護人が被告人の主張に反して認めるなどという事件処理は，あってはならないことである。精神保健の分野でも，本人が退院を望んでいる以上，退院請求を行っていくというのが重要である。たとえ，すぐに退院することは難しいとしても，退院請求がなされたことが結果として処遇改善につながったり，あるいは，中長期的なスパンで退院を目指す方向にもつながる。
　当会では，福岡弁護士会等の先進的な単位会と比べると，そのあたりが課題になっていると感じている。

○Ｋ会員：
　今日のお話からもよく分かるとおり，きわめて真面目であり，会派として推薦するに相応しい方だと確信している。
　この後，間違いなく推薦されるということを前提に，高江会員に対していくつかお願いをしたい。
１つ目，憲法改悪に向かって，発議が具体化している状況下において，人権保障の砦たる弁護士会という団体として，このテーマについて，旗幟を鮮明にしていただきたい。
２つ目，大阪府，大阪市という地域性に根ざした問題として，「貧困」の問題は弁護士会として取り組むべきものと考える。近畿の中心である大阪の弁護士会から，問題を取り上げて声を上げていっていただきたい。
　３つ目，女性の活躍についてである。本邦は，女性の活躍度合いについて，世界で１６１位という不名誉な順位であるとの報道に接した。弁護士会として，このテーマについてできることがないか。他のテーマになるが，以前，自分自身が常議員を務めたころ，取り調べ可視化のことを常議員会で言い続けたことがある。このテーマについても同様で，様々な機会で取り上げ続けるということが，事態の改善に向けた雰囲気を醸成する上で大切だと思われる。
　
高江会員：
　いずれも，正鵠を射たご指摘と考える。
　憲法改正については，現状として，大阪弁護士会内でも様々な意見が聞かれているところであり，意見の一本化・集約という段階に至っていない。
　基本的人権の保障という，我が国の憲法の基本軸に立ち返って考えていくことが肝要である。

○Ｈ会員
　副会長の仕事とは，ある意味で「板挟み」ということもできる。
　高江会員のように，人権の分野で活躍されてこられた方であっても，他の委員会のこと，また全体の総合調整的役割を果たすという副会長の業務をこなしていく中で，時に疲弊してしまうこともあると思われる。
　そのような時，自分自身の支えとなる趣味についても，副会長をやり通す上で大切な要素だと考える。高江会員の趣味はフラメンコと聞いたことがあるが，その辺りについても伺いたい。

高江会員：
　自分の性格上，マイペースだと感じており，自分自身が失われる，壊れるような無理をしないということについては，自信を持っている。
　また，フラメンコは，修習生の時から始めた趣味であり，体を動かすことは，メンタル面の安定にとっても大切だと感じている。最近，当会より選出されて副会長を務められた，岩本朗会員，村瀬謙一会員のお二方は，マラソンをされると伺っている。自分自身も中学時代陸上部で，実は２年前からマラソンを始めた。先日，ハーフマラソンに出場して無事完走し，この秋にはフルマラソンに挑戦する予定である。
　歴代の副会長の先生方のご尽力によって，通常の弁護士業務にも配慮していただけるとも伺っており，そのような通常業務，また趣味を犠牲にすることなく，持ち味のマイペースを守って，一年間尽力して参りたい。

第５　選考委員会委員長　挨拶
　２０２３年度大阪弁護士会副会長推薦候補者から意見を伺う会終了に当たり，選考委員会副委員長松井淑子会員が，結びの言葉を述べた。

第二部　第２回　選考委員会

　第一部に引き続き，選考委員会において，議題の審議に入った。

【議事の内容】

第１　２０２３年度大阪弁護士会副会長推薦候補者の選考方法について
選考委員長：
次年度副会長候補推薦者の選考方法について，選考対象者が１名の場合，出席委員の３分の２以上の賛成があれば、無記名投票以外の簡易な方法で決定することができるとされている（選考委員会規則１１条４項・５項）。
このたび，選考対象者は高江俊名会員１名であり，かつ，選考委員各位より事前に４６通の委任状をご提出いただいていることも踏まえ，同会員を選考する方法として上記「簡易な方法」によることとさせていただきたい。

【決議】
以上の説明を踏まえて，次年度副会長候補推薦者の選考方法について，無記名投票以外の簡易な方法で決定することについて，別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。

【決議】　
上記決議を踏まえて，本年度選考委員会において，次年度副会長推薦候補者として，高江俊名会員を選考することについて，別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。

第２　むすび
選考委員長：
高江俊名会員については，学生時代から存じ上げているが，本日の会を通して，改めて素晴らしい，当会より送り出すに相応しい方であると再認識させていただいた。
今後開催される政策シンポジウムには，多くの当会会員にふるってご参加いただきたい。
　　　　以　　上

